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流
人

野
口
瀬
兵
衛

天
草
市
河
浦
町
今
田
、
観
音
寺
の
墓
地
に
、
野
口
瀬
兵
衛
の
墓
が

あ
る
。

こ
の
野
口
氏
、
実
は
流
人
で
あ
っ
た
。
江
戸
時
代
天
草
に
は
多
数

の
流
人
が
配
流
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
天
草
の
地
で
没
し
た
流
人
は

数
多
い
と
思
う
が
、
流
人
の
墓
が
存
在
し
て
い
る
の
は
数
少
な
い
。

こ
の
野
口
氏
の
墓
は
、
当
時
の
墓
で
な
く
、
最
近
旧
庄
屋
池
田
家

の
手
に
よ
っ
て
、
再
建
さ
れ
た
た
め
新
し
い
が
、
後
に
述
べ
る
鶴
田

氏
の
現
地
調
査
に
よ
る
と
、
古
墓
も
存
在
し
て
い
た
と
い
う
。

こ
の
野
口
瀬
兵
衛
は
流
人
で
あ
っ
た
が
、
実
は
村
人
か
ら
撲
殺
さ

れ
て
い
た
の
だ
。
た
と
え
流
人
が
無
謀
の
振
る
舞
い
を
し
た
と
し
て

も
、
村
人
が
流
人
を
殺
す
こ
と
な
ど
で
き
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
流

人
は
、
公
儀
か
ら
村
が
預
か
っ
た
者
で
あ
り
、
殺
す
こ
と
は
勿
論
、

虐
待
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
現
在
の
刑
務
所
に
入
っ

て
い
る
受
刑
者
に
対
す
る
、
刑
務
官
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
流
人
に
対
し
て
、
村
人
が
撲
殺
す
る
と
い
う
事
件
は
、
長
い

天
草
の
流
人
島
と
し
て
、
最
初
で
最
後
の
事
件
で
あ
っ
た
。

『
天
草
近
代
年
譜
』
に
は
、
こ
の
野
口
瀬
兵
衛
（
事
件
）
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

天
保
十
三
年
（
１
８
４
２
）
八
月
二
十
三
日

益
田
村
差
置
の
流
人
、
京
都
者
野
口
瀬
兵
衛
秀
一
兼
ね
て
酒
癖

悪
く
、
是
夜
も
ま
た
酒
乱
に
及
び
し
処
よ
り
、
同
村
百
姓
中
申

合
わ
せ
遂
に
同
人
を
撲
殺
、
死
骸
は
海
中
に
投
ず
る
の
突
発
事

あ
り
。

天
保
十
三
年
九
月
六
日

京
都
表
杉
本
左
近
よ
り
、
益
田
村
預
り
流
人
野
口
瀬
兵
衛
渡
し

の
渋
紙
包
一
個
、
大
坂
帰
り
の
順
幸
丸
に
託
さ
れ
富
岡
着
、
山

方
役
江
間
新
五
右
衛
門
へ
届
方
を
頼
み
越
す
、
即
ち
同
人
右
品
、

一
町
田
定
宿
富
田
屋
林
之
丞
方
に
相
渡
し
、
益
田
村
庄
屋
池
田

為
右
衛
門
宛
差
送
な
す
。
尤
も
当
人
は
既
に
殺
害
せ
ら
れ
て
無

き
な
り
。

（
順
幸
丸
は
高
浜
村
庄
屋
上
田
家
の
持
ち
船
カ
）

天
保
十
三
年
十
月
十
一
日

益
田
村
預
り
流
人
野
口
瀬
兵
衛
殺
害
件
に
付
、
加
害
者
召
捕
え

の
た
め
、
陣
屋
詰
役
金
井
八
郎
、
樋
口
茂
八
郎
の
両
名
、
山
方

役
江
間
新
五
右
衛
門
、
遠
見
番
丹
羽
牧
之
助
、
町
年
寄
岡
部
佐

藤
次
、
町
庄
屋
荒
木
佐
馬
吉
、
小
田
床
村
庄
屋
伊
野
亀
一
等
同

1



2

野口瀬兵衛の古墓 昭和46年撮影

『天草の史跡文化遺産』より

旧庄屋家の池田氏により再建された

野口瀬兵衛の墓

河浦町今田 観音寺墓地

正面から見た墓石

野口瀬兵衛の名は、右

側面に刻まれている。



伴
、
非
人
十
人
を
召
連
れ
、
富
岡
出
船
、
船
路
よ
り
下
田
村
着

岸
、
益
田
村
に
乗
込
み
、
頭
取
百
姓
兼
右
衛
門
、
俊
太
外
二
十

一
人
を
召
取
り
、
翌
十
二
日
富
岡
へ
引
上
ぐ
。

流
人

野
口
瀬
兵
衛
と
は

こ
の
野
口
瀬
兵
衛
撲
殺
事
件
に
つ
い
て
は
、
年
譜
で
も
概
略
は
分

か
る
が
、
故
鶴
田
文
史
氏
が
『
西
海
流
人
衆
史
』
に
、
詳
し
く
書
か

れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
参
考
に
や
や
詳
し
く
述
べ
て
み
た
い
。

野
口
瀬
兵
衛
は
、
天
保
十
一
年
（
１
８
４
０
）
七
月
二
十
二
日
に

天
草
に
着
き
、
翌
二
十
三
日
益
田
村
に
引
き
渡
さ
れ
た
。

流
罪
は
、
徳
川
百
個
條
（
御
定
書
百
個
條
）
に
よ
れ
ば
、
博
打
を

な
す
者
、
女
犯
の
寺
僧
、
誤
っ
て
人
を
殺
し
た
者
等
と
な
っ
て
い
る

（
『
天
草
天
領
史
叢
説
』
松
田
唯
雄
遺
稿
集
）
が
、
瀬
兵
衛
が
ど
ん
な

罪
を
犯
し
て
流
罪
と
な
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
処
刑
以
前
の
身
分
は
と
い
う
と
。
確
か
な
こ
と
は
分
か

ら
な
い
が
、

『
長
崎
代
官
記
録
集
』
の
「
肥
後
国
天
草
嶋
流
人
野
口
瀬
兵
衛
怪
我

ニ
而
相
果
候
御
届
書
」
に
よ
る
と
。

私
御
代
官
所
（
長
崎
代
官
高
木
作
右
衛
門
）
肥
後
国
天
草
嶋
益
田

村
ニ
差
置
候
流
人

京
都
大
宮
中
立
売
下
ル
町

稲
葉
能
登
守
家
来

野
口
瀬
兵
衛

寅
参
拾
五
歳

右
者
京
都
町
奉
行
掛
牧
野
備
前
守
殿
所
司
代
御
勤
役
中
嶋
御
証

文
を
以
、
去
子
年
（
天
保
十
一
年
）
私
御
代
官
所
肥
後
国
天
草

嶋
江
遠
島
被
仰
付
、
同
年
七
月
廿
二
日
着
船
い
た
し
候
付
、
翌

廿
三
日
請
取
落
着
扶
持
日
数
十
日
分
米
五
升
相
渡
し
、
益
田
村

役
人
江
引
渡
置
候
・
・
・
・

と
記
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
稲
葉
能
登
守
の
家
来
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た

こ
れ
か
ら
推
理
す
る
に
、
稲
葉
能
登
守
が
奉
行
の
よ
う
な
感
じ
を
受

け
る
が
、
調
べ
て
み
る
と
、
東
西
と
も
奉
行
は
稲
葉
で
は
な
い
。
筆

者
は
当
時
の
文
書
を
読
み
解
く
能
力
が
な
い
が
、
筆
者
的
に
読
む
と
、

京
都
町
奉
行
の
配
下
で
、
所
司
代
の
業
務
の
一
つ
を
勤
め
て
い
た
と

読
め
る
よ
う
だ
が
、
如
何
だ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
稲
葉
能
登
守
は
京
都
で
ど
ん
な
役
職
に
付
い
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。
稲
葉
氏
は
稲
葉
臼
杵
城
主
の
姻
戚
で
、
稲
葉
能
登
守
泰
通

の
よ
う
で
あ
る
。
京
都
で
の
役
職
は
分
か
ら
な
い
。

「
江
戸
時
代
の
制
度
事
典
」
に
よ
る
と
、
御
所
関
連
の
仙
洞
付
、

禁
裏
付
、
禁
裏
御
賄
頭
や
二
条
城
代
等
々
、
多
く
の
役
目
が
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
役
職
の
一
つ
に
付
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
瀬
兵
衛
の
身
分
と
か
扶
持
も
分
か
れ
ば
、
う
れ
し
い
の

だ
が
。

3



な
お
、
鶴
田
文
史
は
『
西
海
流
人
衆
史
』
の
中
で
。

「
京
都
所
司
代
」
配
下
「
京
都
町
奉
行
」
・
・
・
「
稲
葉
能
登

守
家
来
」
と
あ
る
。
と
い
う
事
は
与
力
か
同
心
で
あ
っ
た
こ
と

を
意
味
す
る
。

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
過
ち
と
思
う
。

野
口
瀬
兵
衛
が
、
ど
ん
な
犯
罪
を
犯
し
た
分
か
ら
な
い
が
、
大
胆

に
推
理
す
る
と
、
流
人
と
し
て
天
草
で
の
様
子
か
ら
、
酒
の
上
の
失

敗
か
も
し
れ
な
い
。

天
草
益
田
村
に
預
け
ら
れ
た
瀬
兵
衛
は
、
観
音
寺
の
近
く
の
川
の

ほ
と
り
に
、
村
が
提
供
し
た
九
尺
３
間
（
２
・
７
ｍ
×
５
・
４
ｍ
）

の
４
坪
半
の
小
屋
に
住
ん
で
い
た
。
４
坪
半
と
は
９
畳
。
こ
の
小
屋

の
広
さ
は
流
人
と
し
て
は
広
い
方
だ
と
い
う
。
普
通
は
２
坪
も
あ
れ

ば
い
い
方
の
よ
う
だ
。

さ
ら
に
、
主
食
と
し
て
、
１
日
白
米
５
合
、
１
ヶ
月
分
白
米
１
斗

５
升
を
支
給
さ
れ
て
い
た
。
支
給
（
提
供
）
し
て
い
た
の
は
役
所
で

は
な
く
、
近
在
の
百
姓
た
ち
で
あ
っ
た
。
勿
論
善
意
で
提
供
し
て
い

た
の
で
は
な
く
、
上
か
ら
の
命
令
で
あ
っ
た
。
村
人
は
流
人
瀬
兵
衛

の
た
め
に
、
毎
日
白
米
１
合
又
は
１
合
当
て
の
代
銭
を
取
り
立
て
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
、
百
姓
の
食
糧
は
、
麦
や
雑
穀
、
芋
な

ど
で
、
白
米
を
食
べ
る
の
は
盆
か
正
月
位
で
あ
っ
た
ろ
う
。
ち
な
み

に
１
日
５
合
の
１
年
分
は
１
４
６
０
合
、
１
石
４
斗
６
升
。
当
時
は

一
人
分
１
年
分
は
１
石
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
量
は
、
白
米
以

外
に
麦
や
芋
を
食
す
る
と
す
れ
ば
、
金
に
替
え
る
分
ま
で
十
二
分
に

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

流
人
は
一
般
に
自
立
が
基
本
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
元
武
士
と
い

う
事
で
、
扱
い
も
別
格
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

性
格
は
、
年
譜
に
も
あ
る
よ
う
に
、
酒
癖
が
悪
く
、
元
武
士
と
し

て
の
プ
ラ
イ
ド
が
強
く
、
百
姓
連
を
見
下
し
て
い
た
よ
う
だ
。
た
だ
、

少
々
医
心
が
あ
っ
た
様
で
、
少
し
は
村
人
か
ら
頼
り
に
さ
れ
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
し
た
、
不
平
不
満
が
募
っ
て
、
撲
殺
事
件
へ
と
発
展
し
た
こ

と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

瀬
兵
衛
撲
殺
事
件

以
下
、
『
長
崎
代
官
記
録
集
』
を
元
に
事
件
の
概
要
等
に
つ
い
て
、

追
っ
て
み
た
い
。

瀬
兵
衛
の
性
癖
や
村
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
。

瀬
兵
衛
儀
、
生
来
大
酒
い
た
し
候
も
の
ニ
而

酩
酊
之
余
百
姓
共
江

対
し
過
言
杯
申
、
一
躰
多
弁
ニ
而

百
姓
共
気
請
を
損
し
、
其
上
兼

而
は
、
一
日
白
米
米
五
合
之
割
を
以
一
ヶ
月
分
白
米
壱
斗
五
升
、

惣
百
姓
家
別
ニ

割
合
、
尤
白
米
持
合
無
之
も
の
は
時
相
場
代
銭
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を
以
取
立
、
村
役
人
よ
り
相
渡
来
候
儀
之
処
、
去
夏
中
郡
中
一

統
及
困
窮
夫
食
差
支
、
村
役
人
共
昼
夜
夫
食
手
当
中
之
儀
ニ

付
、

右
瀬
兵
衛
江

相
渡
候
白
米
之
儀
も
時
節
柄
之
儀
ニ

付
、
精
麦
等
取

交
相
渡
候
処
、
瀬
兵
衛
儀
庄
屋
宅
江

罷
越
不
承
知
申
立
候
得
共
、

時
節
柄
村
方
之
も
の
共
は
唐
芋
等
を
夫
食
ニ

い
た
し
候
儀
ニ

付
、

不
肖
可
致
旨
、
為
右
衛
門
よ
り
申
候
処
、
瀬
兵
衛
儀
百
姓
共
之

家
前
ニ
而

様
々
悪
口
雑
言
等
い
た
し
候
由
ニ
而

、
流
人
之
身
分
を

不
顧
法
外
之
致
方
と
、
村
方
之
も
の
共
相
憎
居
候
由

さ
ら
に
。

一
野
口
瀬
兵
衛
儀
、
流
罪
ニ

相
成
候
身
分
を
も
不
顧
、
元
武
士

之
儀
ニ

付
気
位
高
く
自
分
の
武
芸
を
頼
み
、
土
百
姓
杯
と
見

下
し
、
村
方
よ
り
扶
助
い
た
し
遣
候
儀
も
忘
却
い
た
し
、
農

業
繁
多
之
時
節
を
も
斟
酌
不
致
。

一
瀬
兵
衛
儀
、
流
人
之
身
分
を
不
顧
、
其
上
近
来
増
長
い
た
し

此
儘
ニ

い
た
し
置
候
て
は
、
此
後
如
何
様
之
儀
可
仕
出
哉
も

難
計
ニ

付
、
厳
重
異
見
差
加
候
様

瀬
兵
衛
盗
難
に
逢
う

こ
の
撲
殺
事
件
に
ど
れ
だ
け
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な

い
が
、
天
保
十
二
年
三
月
二
十
二
日
、
瀬
兵
衛
が
盗
難
に
逢
っ
た
。

こ
の
犯
人
が
誰
で
あ
っ
た
か
は
、
最
後
ま
で
不
明
で
あ
る
。
流
人
の

こ
と
だ
か
ら
、
盗
ま
れ
た
品
も
対
し
た
こ
と
は
な
い
こ
と
と
思
わ
れ

る
が
差
に
あ
ら
ず
、
な
か
な
か
ど
う
し
て
対
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
盗
物
は
、
羽
織
な
ど
衣
類
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
〆
て
46
品
。
資

料
に
は
そ
の
盗
物
の
品
書
き
が
あ
る
が
、
恐
ら
く
庄
屋
で
も
こ
れ
だ

け
の
衣
類
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
例
を
上
げ
れ
ば
、
小
紋
縮
緬
単
羽
織
、
黒
絽
羽
織
、
黒
羽
二
重

袷
羽
織
、
萌
黄
木
綿
袷
羽
織
、
縞
木
綿
羽
織
等
々
。
普
通
に
考
え
て
、

如
何
に
元
武
士
と
は
い
え
、
流
人
が
所
持
す
る
に
は
違
和
感
が
あ
る

品
で
あ
り
数
で
あ
る
。

我
々
は
、
流
人
と
い
え
ば
、
押
し
な
べ
て
悲
惨
な
暮
ら
し
を
余
儀

な
く
さ
れ
て
い
た
と
い
う
印
象
が
強
い
が
、
人
に
よ
っ
て
は
、
と
こ

ろ
の
人
々
よ
り
は
る
か
に
裕
福
で
あ
っ
た
流
人
も
い
た
こ
と
を
知
る
。

恐
ら
く
、
瀬
兵
衛
の
里
が
か
な
り
の
冨
家
で
あ
っ
た
か
、
有
力
な

後
援
者
が
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
年
譜
に
も
、
京
都
表
よ
り
瀬
兵

衛
宛
て
に
荷
物
が
届
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

流
罪
に
際
し
て
は
、
持
ち
物
は
か
な
り
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
た

は
ず
で
あ
る
が
、
流
罪
に
な
っ
た
後
は
、
そ
れ
な
り
に
寛
容
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
瀬
兵
衛
、
な
ん
と
脇
差
も
所
持
し
て
い
た
と
い
う
。
元

武
士
と
は
い
え
、
流
人
が
脇
差
の
所
持
が
許
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。さ

て
、
こ
の
盗
難
事
件
後
、
事
件
で
困
窮
し
た
瀬
兵
衛
は
、
以
前
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か
ら
心
安
く
し
て
い
た
定
次
郎
後
家
ふ
さ
方
へ
同
居
す
る
よ
う
に
な

り
、
夫
婦
同
然
の
暮
ら
し
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

撲
殺
事
件
発
生

現
在
で
も
殺
人
事
件
は
絶
え
な
い
が
、
多
人
数
の
リ
ン
チ
に
よ
る

殺
人
事
件
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

特
に
、
江
戸
時
代
は
、
人
々
の
暮
ら
し
は
貧
し
か
っ
た
と
は
い
え
、

世
界
に
冠
た
る
犯
罪
が
少
な
い
社
会
だ
っ
た
。

天
草
に
お
い
て
も
し
か
り
。
年
譜
を
見
て
も
、
犯
罪
は
ほ
と
ん
ど

記
載
が
な
い
。
江
戸
時
代
中
期
か
ら
末
期
に
な
る
と
、
百
姓
一
揆
類

が
多
発
す
る
が
、
一
揆
は
あ
く
ま
で
経
済
闘
争
で
あ
り
、
少
な
く
と

も
一
揆
で
人
命
を
奪
っ
た
事
案
は
な
い
と
思
う
。
も
っ
と
も
支
配
者

側
は
、
一
揆
の
首
謀
者
に
は
獄
門
や
死
罪
な
ど
過
酷
な
処
刑
を
し
て

い
る
が
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
瀬
兵
衛
は
、
村
人
か
ら
リ
ン
チ
を
受
け
殺
害
さ

れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
そ
れ
ば
偶
発
的
な
も
の
で
な
く
、
い
わ
ば
必
然
的
な
も
の

で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
流
人
な
し
か
ら
ず
、
村
人

が
う
ら
や
む
よ
う
な
暮
ら
し
を
し
て
い
た
こ
と
や
、
そ
の
横
柄
な
態

度
、
酒
癖
の
悪
さ
な
ど
か
ら
見
て
取
れ
る
。

具
体
的
に
、
残
さ
れ
た
史
料
か
ら
そ
れ
を
見
て
み
た
い
。

こ
の
事
件
が
計
画
的
な
も
の
か
、
突
発
的
な
も
の
か
と
い
う
事
が
、

今
日
の
刑
事
事
件
に
於
い
て
は
問
わ
れ
る
。

そ
う
い
う
観
点
か
ら
い
う
と
、
あ
る
意
味
突
発
的
で
あ
り
、
あ
る

意
味
計
画
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
か
。

そ
こ
で
、
事
件
を
時
間
的
に
追
っ
て
み
よ
う
。

天
保
十
三
年
八
月
二
十
三
日

隣
村
の
平
床
村
、
市
瀬
村
、
白
木
河
内
村
、
益
田
村
の
庄
屋
・
年

寄
連
集
ま
り
、
益
田
村
の
庄
屋
池
田
宅
で
寄
合
が
あ
っ
た
。

天
草
郡
は
１
町
10
組
に
分
割
さ
れ
て
い
た
。
益
田
村
は
そ
の
10
組

の
ひ
と
つ
、
一
町
田
組
に
属
し
て
い
た
。
当
時
の
村
勢
を
見
る
と
よ

く
分
か
る
が
、
益
田
村
の
一
町
田
組
は
、
村
数
が
13
村
と
村
数
が
多

く
、
そ
の
た
め
小
村
が
多
い
。
そ
の
中
で
も
益
田
村
は
村
高
82
石
、

家
数
26
軒
、
人
口
１
４
２
人
（
長
崎
代
官
記
録
集
）
と
、
天
草
で
は
最

小
の
村
で
あ
っ
た
。

そ
ん
な
最
小
の
村
が
、
な
ぜ
流
人
を
受
け
入
れ
さ
せ
ら
れ
た
の
か

疑
問
が
浮
か
ぶ
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
た
だ
、
益
田
村
一
村
の
負
担
で

な
く
、
連
帯
村
の
平
床
村
、
市
瀬
村
、
白
木
河
内
村
の
４
村
が
協
力

し
て
負
担
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
先
述
の
史
料
か

ら
、
村
々
の
寄
合
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
。
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流
人
が
来
る
と
、
ま
ず
各
組
に
割
り
当
て
ら
れ
、
さ
ら
に
各
村
に

割
り
当
て
ら
れ
る
。
こ
の
村
割
り
当
て
は
、
ど
う
し
て
な
さ
れ
た
の

だ
ろ
う
か
。

村
勢
や
こ
れ
ま
で
の
受
け
入
れ
実
績
な
ど
が
考
慮
さ
れ
た
だ
ろ
う

が
、
庄
屋
の
勢
い
、
つ
ま
り
庄
屋
の
性
格
か
ら
、
お
と
な
し
い
庄
屋

の
村
に
押
し
付
け
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。

た
っ
た
、
八
十
二
石
、
１
４
２
人
の
村
で
、
一
人
と
い
え
ど
も
、

流
人
を
受
け
入
れ
る
余
地
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

つ
ま
り
、
穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
時
の
庄
屋
が
気
弱
だ
っ
た
た

め
に
、
他
村
か
ら
押
し
付
け
ら
れ
た
と
い
え
な
く
も
な
い
だ
ろ
う
。

事
実
、
気
弱
か
だ
っ
た
か
は
と
も
か
く
、
こ
の
事
件
の
最
中
庄
屋
は

病
没
し
て
い
る
。

天
草
に
は
、
正
確
な
こ
と
は
分
か
ら
な
い
が
、
年
譜
に
よ
る
と
３

４
０
名
近
く(

１
３
２
名
の
高
野
山
僧
は
除
く)

、
判
明
し
て
い
る
だ

け
で
１
６
７
名
の
流
人
が
流
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
、
特
異
な
例
が
、
こ
の
野
口
瀬
兵
衛
撲
殺
事
件
で
あ
る
。

当
時
、
流
人
が
村
人
と
の
関
係
で
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た

か
、
な
か
な
か
現
在
の
我
々
か
ら
は
う
か
が
い
知
れ
な
い
。
例
え
て

言
う
な
ら
、
流
人
は
格
子
無
き
監
獄
に
い
る
罪
人
で
、
村
や
村
人
は

看
守
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
か
。

も
し
、
現
在
で
も
、
看
守
が
格
子
の
中
の
罪
人
に
決
め
ら
れ
た
以

上
の
情
を
与
え
た
り
、
脱
獄
を
手
伝
っ
た
り
、
さ
ら
に
そ
の
人
に
対

し
て
、
暴
力
を
加
え
た
り
殺
傷
し
た
ら
、
当
然
看
守
が
罪
に
問
わ
れ

る
。
つ
ま
り
、
当
時
、
幕
府
か
ら
流
人
を
預
か
っ
た
村
や
村
人
は
、

そ
の
罪
人
を
保
護
す
る
役
目
が
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
村
や
村
人
は
、
流
人
の
看
守
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

現
在
の
看
守
と
違
う
の
は
、
看
守
は
罪
人
の
生
活
の
経
済
的
支
援
は

し
な
く
て
も
い
い
が
、
当
時
は
流
人
の
生
活
・
経
済
的
支
援
を
多
か

れ
少
な
か
れ
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
村
や
村
人
に
と
っ
て
到
底
納
得
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る

が
、
当
時
の
シ
ス
テ
ム
上
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
、
い
や
い
や
な
が
ら
も
、
流
人
が
村
人
と
平
和
裏
に
同

棲
出
来
て
い
た
な
ら
、
問
題
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
瀬
兵
衛
は
村
人

に
世
話
に
な
っ
て
い
な
が
ら
、
逆
に
村
人
に
迷
惑
を
か
け
て
い
た
。

そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
あ
る
意
味
必
然
的
に
起
き
た
事
件
で
あ
る
と

も
い
え
よ
う
。

具
体
的
事
件
の
経
過

時
は
天
保
十
三
年
八
月
二
十
三
日
昼
。
西
暦
に
換
算
す
る
と
１
８

４
２
年
９
月
27
日
。

処
は
天
草
郡
益
田
村
。
庄
屋
池
田
為
右
衛
門
宅
。

経
過
。
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こ
の
日
池
田
庄
屋
宅
で
、
近
村
の
庄
屋
た
ち
の
寄
合
が
あ
っ
て
い

た
。そ

の
寄
合
の
目
的
が
何
だ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
村
ど

う
し
の
寄
合
が
よ
く
行
わ
れ
て
い
た
の
か
は
知
れ
な
い
。

そ
の
寄
合
の
出
席
者
は
、
平
床
村
庄
屋
富
永
源
太
、
市
瀬
村
庄
屋

本
多
猪
三
郎
、
白
木
河
内
村
庄
屋
松
浦
儀
市
、
益
田
村
年
寄
又
次
郎
、

組
頭
菊
右
衛
門
、
百
姓
理
三
郎
ら
。
肝
心
の
益
田
村
庄
屋
池
田
為
右

衛
門
は
、
病
気
で
臥
せ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
の
寄
合
の
時
、
土
間
に
酩
酊
し
た
瀬
兵
衛
が
現
れ
た
。
瀬
兵
衛

が
現
れ
た
目
的
は
、
村
山
払
い
木
の
件
で
あ
っ
た
。
こ
の
件
で
、
応

対
し
た
菊
右
衛
門
と
瀬
兵
衛
の
間
で
意
見
の
相
違
が
あ
り
、
口
論
と

な
っ
た
。
更
に
口
論
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
瀬
兵
衛
が
立
腹
し
、
有

木
を
く
れ
な
い
の
は
道
理
に
反
す
る
と
、
菊
右
衛
門
に
突
っ
か
か
り

取
っ
組
み
合
い
と
な
っ
た
。
瀬
兵
衛
は
菊
右
衛
門
に
「
絞
め
殺
す
ぞ
」

と
雑
言
を
浴
び
せ
、
わ
き
腹
を
蹴
り
、
陰
嚢
を
絞
め
た
。

そ
の
物
音
を
聞
き
つ
け
て
座
敷
に
い
た
左
源
太
や
伊
三
郎
、
儀
市
、

理
三
郎
ら
が
出
て
き
て
、
理
三
郎
が
瀬
兵
衛
を
取
り
押
さ
え
て
い
る

う
ち
に
、
瀬
兵
衛
が
差
し
て
い
た
脇
差
を
奪
い
取
っ
た
。

そ
れ
ま
で
瀬
兵
衛
が
脇
差
を
抜
か
な
か
っ
た
の
は
、
殊
勝
？
だ
が
、

百
姓
た
ち
は
何
時
抜
か
れ
る
か
も
し
れ
ず
、
危
険
と
感
じ
た
た
め
だ
。

た
だ
、
為
右
衛
門
は
、
我
が
家
（
役
宅
）
で
こ
れ
ら
の
こ
と
が
行

わ
れ
た
こ
と
で
、
病
状
が
俄
か
に
重
く
な
っ
た
が
、
一
応
落
ち
着
い

た
？
瀬
兵
衛
が
、
心
得
あ
る
医
心
に
よ
り
介
抱
を
し
た
。
こ
れ
で
、

一
応
は
こ
の
場
は
収
ま
っ
た
か
に
見
え
た
が
、
そ
の
夜
。

為
右
衛
門
は
、
村
の
有
力
者
伝
次
に
、
瀬
兵
衛
に
意
見
を
す
る
よ

う
に
申
し
付
け
た
。
瀬
兵
衛
が
こ
の
頃
益
々
増
長
し
、
こ
の
ま
ま
放
っ

て
お
く
と
、
こ
の
後
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
の

危
惧
か
ら
で
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、
伝
次
の
他
、
又
次
郎
、
儀
右
衛
門
、
寅
市
、
理
三
郎

の
５
人
が
厳
し
く
意
見
を
す
る
た
め
に
、
万
一
に
備
え
、
数
人
の
仲

間
に
棍
棒
を
持
た
せ
て
同
道
し
、
瀬
兵
衛
が
寝
起
き
し
て
い
る
ふ
さ

の
家
へ
赴
い
た
。

瀬
兵
衛
は
、
後
家
の
ふ
さ
を
勝
手
に
妻
同
様
に
し
て
い
た
。

５
人
が
瀬
兵
衛
に
意
見
を
す
る
と
、
瀬
兵
衛
も
も
ち
ろ
ん
反
論
し

た
。
そ
こ
へ
、
外
に
い
た
村
人
が
、
棍
棒
を
持
っ
て
家
の
中
に
入
り

込
み
、
瀬
兵
衛
に
殴
り
掛
か
っ
た
。
瀬
兵
衛
も
１
尺
４
、
５
寸
ほ
ど

の
棒
で
立
ち
向
か
っ
た
が
、
多
勢
に
無
勢
、
命
の
危
険
を
感
じ
た
瀬

兵
衛
は
、
ど
う
せ
死
ぬ
な
ら
人
の
小
屋
で
な
く
、
自
分
の
小
屋
で
死

に
た
い
と
、
裸
に
な
っ
て
棒
を
持
っ
て
掛
け
出
し
た
。

そ
れ
を
追
っ
て
村
人
は
、
瀬
兵
衛
を
追
い
か
け
、
袋
叩
き
に
し
て
、

畑
の
中
で
遂
に
討
ち
果
た
し
た
。
も
っ
と
も
、
殺
す
つ
も
り
は
な
か
っ

た
だ
ろ
う
が
、
勢
い
で
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
撲
殺
後
、
村
人
が
取
っ
た
問
題
が
、
後
日
村
人
に
大
き

な
科
と
し
て
返
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

村
人
は
、
殺
し
た
瀬
兵
衛
の
死
骸
を
川
へ
運
び
、
血
を
洗
い
、
傷

跡
に
は
泥
を
塗
っ
て
ご
ま
か
し
、
瀬
兵
衛
を
瀬
兵
衛
の
小
屋
へ
運
ん
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だ
。瀬

兵
衛
殺
害
を
知
り
驚
い
た
庄
屋
為
右
衛
門
は
、
偽
装
は
よ
く
な

い
と
分
か
っ
て
い
た
が
、
偽
装
を
納
得
し
、
庄
屋
見
習
い
の
益
三
郎

を
死
骸
見
届
け
に
遣
わ
し
た
。
為
右
衛
門
は
年
寄
又
次
郎
か
ら
い
き

さ
つ
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
、
偽
装
に
つ
い
て
打
ち
合
わ
せ
た
。

そ
れ
は
、
事
故
見
分
に
備
え
、
石
垣
の
石
ふ
た
つ
み
つ
外
し
転
が

し
置
き
、
畑
の
中
も
瀬
兵
衛
が
転
ん
で
落
ち
た
よ
う
に
偽
装
し
た
。

そ
の
後
、
連
帯
村
の
平
床
村
、
市
瀬
村
、
白
木
河
内
村
へ
も
使
い

を
出
し
、
事
件
を
知
ら
せ
た

こ
の
よ
う
に
殺
害
で
な
く
事
故
死
と
し
て
偽
装
し
、
口
裏
を
合
わ

せ
た
後
、
富
岡
陣
屋
へ
連
絡
し
た
。
陣
屋
は
、
遠
見
番
所
の
地
役
人

に
現
場
検
証
を
行
わ
せ
る
た
め
、
手
付
小
比
賀
重
五
郎
を
検
死
に
派

遣
し
た
。
小
比
賀
は
村
人
の
偽
装
を
見
抜
け
ず
、
見
分
は
終
わ
り
、

死
骸
は
最
寄
り
の
寺
院
観
音
寺
へ
運
び
、
葬
儀
を
執
り
行
っ
た
。

年
譜
に
よ
る
と
、
〝
海
中
に
投
じ
た
〟
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
誤
り

で
あ
る
。

こ
れ
で
、
流
人
瀬
兵
衛
事
件
は
無
事
落
着
し
た
・
・
・
は
ず
で
あ
っ

た
が
。

こ
う
し
た
偽
装
は
ど
こ
か
で
ほ
こ
ろ
び
が
出
る
の
が
常
で
あ
る
。

や
が
て
、
瀬
兵
衛
は
事
故
で
死
ん
だ
の
で
は
な
く
、
殺
さ
れ
た
と

い
う
風
聞
が
流
れ
、
そ
れ
が
や
が
て
富
岡
陣
屋
が
知
る
こ
と
と
な
っ

た
。
こ
の
殺
害
さ
れ
た
・
・
・
と
噂
を
流
し
た
の
は
、
情
婦
の
ふ
さ

で
あ
っ
た
。
ふ
さ
は
い
や
い
や
瀬
兵
衛
の
女
に
な
っ
て
い
た
の
で
は

9

浄
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な
く
、
少
な
か
ら
ず
瀬
兵
衛
に
愛
情
を
感
じ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。そ

こ
で
富
岡
陣
屋
で
は
、
噂
を
放
っ
て
お
く
こ
と
は
で
き
ず
、
真

相
究
明
の
た
め
、
次
席
手
代
金
井
八
郎
を
始
め
、
書
役
、
山
方
役
、

遠
見
役
、
富
岡
町
庄
屋
、
同
年
寄
、
郡
会
所
月
当
番
ら
が
、
非
人
10

人
を
召
し
連
れ
て
、
益
田
村
へ
入
っ
た
。

さ
す
が
の
村
人
も
、
役
人
た
ち
の
前
に
は
嘘
を
つ
く
こ
と
は
で
き

ず
、
そ
の
結
果
村
人
23
名
を
召
捕
り
、
富
岡
陣
屋
の
牢
に
入
れ
た
。

こ
の
後
、
富
岡
陣
屋
で
尋
問
が
行
わ
れ
、
そ
の
中
の
主
要
人
物
数

名
は
、
長
崎
へ
送
ら
れ
更
に
厳
し
い
尋
問
が
行
わ
れ
た
。

事
件
の
裁
決

天
保
十
四
年
十
月
二
十
三
日
、
事
件
か
ら
４
７
３
日
後
「
流
人
野

口
瀬
兵
衛
敲
殺
一
件
」
の
裁
決
が
発
表
さ
れ
た
。

処
刑
者
は
、
遠
島
１
名
、
伝
次
（
但
し
牢
死
の
た
め
執
行
さ
れ
ず
）
。

中
追
放
６
名
。
過
料
５
貫
文
、
庄
屋
見
習
益
三
郎
、
平
床
村
庄
屋
左

源
太
ら
３
名
。
急
度
叱
３
名
。
50
日
押
込
１
名
、
こ
れ
は
ふ
さ
。
さ

ら
に
検
死
を
し
た
小
比
賀
重
兵
衛
は
咎
の
沙
汰
。
こ
の
咎
め
と
は
ど

と
が
め

う
い
う
刑
か
分
か
ら
な
い
。

こ
の
中
に
、
庄
屋
為
右
衛
門
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
実
は
庄
屋
為

右
衛
門
は
十
月
二
日
に
病
死
し
て
い
る
。
そ
の
他
裁
決
に
は
名
前
が

な
い
が
、
10
名
が
病
死
と
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
実
際
は
牢
死
で
あ

る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
だ
け
尋
問
が
厳
し
か
っ
た
こ

と
が
伺
え
る
。
こ
の
病
死
の
中
に
は
、
市
瀬
村
庄
屋
猪
三
郎
、
白
木

河
内
庄
屋
儀
市
が
含
ま
れ
て
い
る
。

１
７
４
名
と
い
う
少
な
い
村
人
か
ら
、
15
名
（
牢
死
や
中
追
放
）
も

の
人
が
、
そ
れ
も
働
き
盛
り
の
者
が
村
か
ら
消
え
る
と
い
う
こ
と
で
、

村
と
し
て
は
大
変
な
損
失
で
あ
っ
た
。

も
し
、
瀬
兵
衛
殺
害
を
偽
装
す
る
こ
と
な
く
、
素
直
に
申
し
出
て

10

野口清兵衛の位牌

天草市河浦町 池田裕之氏所蔵



い
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
裁
決
が
下
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
殺
人
刑
に
し
て
は
、
遠
島
１
名
そ
の
他
と
、
軽
い
よ
う
に

も
思
え
る
。
こ
れ
は
、
瀬
兵
衛
に
も
殺
さ
れ
る
だ
け
の
理
由
が
あ
っ

た
と
、
判
断
し
た
た
め
だ
ろ
う
か
。

野
口
瀬
兵
衛
の
墓

先
に
述
べ
た
よ
う
に
野
口
瀬
兵
衛
の
墓
は
観
音
寺
の
墓
地
に
あ
る
。

た
だ
し
、
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
再
建
さ
れ
た
墓
で
は
あ
る
が
。

そ
の
墓
石
に
は
、
野
口
の
単
独
墓
で
は
な
く
、
も
う
一
名
の
名
が

彫
ら
れ
て
い
る
。
再
建
者
は
、
「
昭
和
五
十
九
年
七
月
吉
日

池
田

栄
之

再
建
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。

瀬
兵
衛
の
戒
名
は
「
浄
雲
院
清
乗
神
田
居
士
」
と
な
っ
て
い
る
。

野
口
瀬
兵
衛
の
供
養
帳
が
観
音
寺
の
主
寺
で
あ
る
崇
円
寺
に
残
さ
れ

て
い
る
と
い
う
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
「
頓
念
驚
住
医
生
」
と
な
っ
て

い
る
と
い
う
。
墓
石
と
は
異
な
る
。

こ
の
新
墓
石
の
戒
名
は
恐
ら
く
、
再
建
者
が
、
先
祖
の
過
ち
を
悔

い
、
院
号
を
付
け
て
供
養
の
た
め
に
新
た
に
付
け
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
と
、
鶴
田
氏
は
述
べ
て
い
る
。

た
だ
し
、
鶴
田
氏
『
流
人
衆
史
』
に
図
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
墓
石

の
戒
名
は
、
他
の
人
（
合
葬
者
）
と
入
れ
違
っ
て
い
る
。
過
去
帳
の

戒
名
に
〝
医
生
〟
が
入
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
再
建
者
が
間
違
っ

て
彫
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
鶴
田
氏
の
早
と
ち
り
だ
ろ
う

か
。そ

の
合
葬
者
、
荒
井
玄
成
（
心
珠
院
澄
浄
自
現
医
生
）
と
は
い
か

な
る
人
物
か
、
今
と
な
っ
て
は
全
く
不
明
と
い
う
。

そ
こ
で
、
ま
た
ま
た
大
胆
な
筆
者
の
推
理
だ
が
、
荒
井
氏
は
野
口

瀬
兵
衛
が
、
内
妻
ふ
さ
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
で
あ
っ
た
か
も
知
れ

な
い
。
そ
の
子
は
長
じ
て
、
医
者
と
な
り
、
父
親
を
撲
殺
し
た
恨
み

を
忘
れ
、
村
人
へ
の
医
療
の
貢
献
を
し
た
と
し
た
ら
。

振
る
舞
い
が
村
人
の
反
感
を
買
っ
て
と
は
い
え
、
撲
殺
し
た
瀬
兵

衛
の
弔
い
と
、
そ
の
子
玄
成
が
、
医
師
と
し
て
、
村
人
に
貢
献
し
た

こ
と
で
、
同
じ
墓
石
に
弔
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
玄
成
は
、
瀬
兵
衛
の
子
で
あ
っ
た
と
。
瀬
兵
衛
が
殺
さ

れ
た
の
が
１
８
４
２
年
、
玄
成
が
死
去
し
た
の
が
１
８
８
５
年
。
も

し
、
瀬
兵
衛
が
殺
さ
れ
た
時
、
ふ
さ
が
身
ご
も
っ
て
お
り
、
同
年
か

翌
年
に
子
を
産
ん
だ
と
し
た
ら
、
玄
成
の
享
年
42
、
43
歳
で
違
和
感

は
な
い
。

※
観
音
寺

=

岩
戸
山
観
音
寺

浄
土
宗

『
天
草
寺
院
・
宮
社

文
化
史
料
図
解
輯
』
に
よ
る
と
再
建
が
永
正
二
年
（
１
５
０
５
）

と
な
っ
て
い
る
が
、
同
寺
に
あ
る
天
草
市
文
化
財
「
巖
戸
山
観
音

寺
の
板
碑
」
の
説
明
板
に
よ
る
と
、
創
立
明
暦
三
年
（
１
６
５
７
）

と
し
て
い
る
。
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も
う
一
つ
の
野
口
瀬
兵
衛

説

上
中
万
五
郎
氏
は
、
『
天
草
歴
史
こ
ぼ
れ
咄
』
の
中
に
、
こ
の
野

口
瀬
兵
衛
撲
殺
事
件
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
万
五
郎
氏
独

特
の
語
り
口
で
、
こ
の
事
件
を
面
白
く
？
か
つ
興
味
深
く
洞
察
さ
れ

て
い
る
の
で
、
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。

ま
ず
氏
は
、
瀬
兵
衛
で
な
く
瀬
平
衛
（
せ
え
べ
え
）
と
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
以
下
瀬
平
衛
と
し
て
、
話
を
進
め
る
。

氏
が
こ
の
瀬
平
衛
の
件
を
知
っ
た
の
は
、
昭
和
40
年
代
に
、
教
頭

の
池
田
栄
之
氏
か
ら
、
自
分
の
家
に
も
古
文
書
が
あ
る
の
で
、
読
ん

で
く
れ
な
い
か
と
、
数
枚
の
紙
き
れ
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
た
め
と
い

う
。

ち
な
み
に
、
上
中
万
五
郎
氏
は
、
本
名
を
満
と
い
い
、
教
員

で
あ
っ
た
。
担
当
は
理
科
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
当
時
古
文
書
に
興

味
を
持
っ
て
、
勉
強
中
だ
っ
た
。
ま
た
、
池
田
栄
之
氏
は
、
益
田
村

庄
屋
の
末
裔
で
あ
っ
た
。

こ
の
紙
切
れ
、
単
な
る
紙
切
れ
で
な
く
、
「
恐
れ
乍
申
し
上
げ
候

瀬
平
衛
一
件
」
と
い
う
、
報
告
書
の
原
文
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
氏
は
、
独
特
の
語
り
口
で
、
こ
の
一
件
を
記
述
し
て
い
る
。

本
文
は
、
『
天
草
歴
史
こ
ぼ
れ
咄
』
を
読
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
と
し

て
。
事
件
の
概
要
は
ほ
ぼ
同
じ
な
の
で
省
略
す
る
が
、
事
件
が
発
覚

し
た
経
緯
が
前
述
と
は
異
な
る
。
正
確
に
は
詳
し
く
な
っ
て
い
る
。

氏
の
説
に
よ
る
と
、
事
件
か
ら
一
か
月
経
過
し
た
時
、
京
都
よ
り
、

一
個
の
荷
物
が
届
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。

こ
の
荷
物
、
当
の
瀬
平
衛
は
死
ん
で
い
る
の
で
、
内
妻
の
ふ
さ
の

も
と
に
届
け
ら
れ
た
。
そ
の
差
し
入
れ
の
品
々
を
打
ち
眺
め
て
い
る

う
ち
に
、
女
の
情
は
涙
と
な
り
、
ほ
ろ
り
と
撲
殺
の
一
端
が
口
に
な
っ

て
出
た
。
そ
れ
が
村
人
の
噂
と
な
り
、
や
が
て
役
人
の
耳
に
入
っ
た
。

た
だ
、
「
天
草
近
代
年
譜
」
に
は
、
“
渋
紙
包
一
個
”
と
な
っ
て

お
り
、
こ
れ
が
本
当
な
ら
、
品
々
と
い
う
に
は
、
少
し
変
だ
が
。

か
く
て
、
陣
屋
は
新
た
な
役
人
を
派
遣
し
、
吟
味
し
た
結
果
、
事

故
死
で
な
く
殺
人
事
件
で
あ
る
こ
と
が
、
判
明
し
た
。

つ
ま
り
、
前
述
を
補
足
す
る
話
で
あ
る
が
、
真
実
に
近
い
の
か
も

し
れ
な
い
。

こ
こ
で
、
前
述
の
私
説
が
生
き
て
？
く
る
。
つ
ま
り
、
た
だ
単
に

女
の
情
に
ほ
だ
さ
れ
て
の
事
で
は
な
く
、
瀬
平
衛
の
子
を
孕
ん
で
い

た
と
し
た
ら
、
い
く
ら
性
質
の
悪
い
瀬
平
衛
で
あ
っ
て
も
、
た
だ
単

な
る
内
縁
の
夫
で
は
な
く
、
腹
の
子
の
父
親
と
し
て
、
よ
り
情
も
わ

い
て
く
る
と
い
う
も
の
。

氏
は
最
後
に
、
次
の
分
を
付
け
加
え
て
い
る
。

（
池
田
栄
之
氏
が
い
う
と
こ
ろ
に
よ
る
と
）
「
こ
の
瀬
平
衛
の
墓

は
、
う
ち
の
屋
敷
内
に
あ
っ
と
で
す
が
、
今
じ
ゃ
“
酒
の
神
様
”
に

な
っ
と
っ
と
で
す
も
ん
。
そ
れ
も
禁
酒
の
神
様
で
す
も
ん
な
」
と
の

話
で
あ
っ
た
。

12


